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序章 

都市計画マスタープランとは 
 

都市計画マスタープラン策定の背景と目的、役割と位置

づけ、目標年次など、計画の基本的な事項を整理していま

す。 
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１．都市計画マスタープランとは 
 

（１）計画策定の背景と目的 
 

    本市では、当初の栗東市都市計画マスタープランを平成９年３月に策定後、平成 19 年

３月に「第二次栗東市都市計画マスタープラン」、平成 23 年 10 月に「第三次栗東市都市

計画マスタープラン」を策定し、今日まで都市づくりの理念である「風格都市栗東」の実

現に向けて、取組を進めてきました。 

この間に、我が国の人口減少の到来、深刻化する少子高齢化、未曾有の大規模災害や集

中豪雨などの異常気象による自然災害の頻発、インフラの老朽化に伴う維持管理や長寿命

化対策、地球温暖化対策への対応、グローバリゼーションの到来による多様な価値観やラ

イフスタイルの変化、高齢化や担い手不足による経済や産業活動の停滞など、社会情勢は

刻々と変化し、環境、経済、社会において持続可能な社会への対応が求められています。 

また、これらの課題や社会情勢の変化に対応するために、各自治体においては、まち・

ひと・しごと創生法の施行による独自の施策の展開、都市再生特別措置法の改正によるコ

ンパクトシティの推進、空家等対策の推進に関する特別措置法の施行による既存ストック

の適正な管理や活用など、都市機能の集約化や既成市街地の再編、資源の有効活用といっ

た都市構造の転換が求められています。 

本市においてもこのような状況を踏まえ、個性や特長を最大限に活かし、市民一人ひと

りの生活の利便性や快適性を維持・充実し、まちの活力や賑わいの創出、地域への誇りと

愛着を育みながら、都市の将来像や都市づくりの方針を定めるため、令和２年８月に「第

四次栗東市都市計画マスタープラン」を策定し、国や滋賀県の動向も踏まえつつ、本市最

上位計画である第六次栗東市総合計画と連携を図りながら、“風格都市栗東”を目指し、

取組を推進します。 
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（２）都市計画マスタープランの役割と位置づけ 
 

栗東市都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の２に規定する「市町村の都市

計画に関する基本的な方針」であり、栗東市総合計画などを踏まえて、本市における都市

の将来像や土地利用などの基本方向を明らかにするとともに、地域ごとのまちづくりの方

針を定めることにより、本市における都市づくりの総合的な指針となります。 

栗東市都市計画マスタープランが有する役割は、以下のとおりです。 

 

①実現すべき具体的な都市の将来像を明らかにする 
・市民にわかりやすい表現で、実現すべき具体的な都市の将来像や都市づくりの方針

などを明らかにします。 

②具体的な都市計画の決定・変更の指針となる 
・都市計画を決定・変更する際の指針となるものです。 

③個別の都市計画相互の調整を図る 
・土地利用、都市施設、市街地開発事業、都市環境などの具体的な個別の都市計画に

ついて相互の調整を図ります。 

④多様な主体の協働・連携による都市づくりを推進する 
・市民、事業者、行政が、地域の将来像やそれぞれの役割を共有し、市民や事業者の

都市計画に対する理解、各種の都市計画関連施策への合意形成や参加を促し、多様

な主体が協働・連携した都市づくりを推進します。 

 

栗東市都市計画マスタ－プランと関連する計画や施策の関係は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 栗東市都市計画マスタープランの位置づけ 
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栗東市都市計画マスタープランと上位計画の関係は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 栗東市都市計画マスタープランと上位計画との関係 

 

国・県レベルの計画 市レベルの計画 

滋賀県基本構想 
(平成 31年３月) 

目標年次：令和 12年度 

第六次栗東市総合計画 
(令和２年３月) 

目標年次：令和 12年 

国土のグランドデザイン２０５０ 
(平成 26年７月) 

目標年次：令和 32年 

 

第一次栗東市都市計画マスタープラン 
(平成９年３月) 

目標年次：平成 22年 

国土利用計画（全国計画）-第五次 
 (平成 27年８月閣議決定) 

目標年次：令和７年 

 国土形成計画（近畿圏広域地方計画） 
(平成 28年３月) 

目標年次：概ね今後 10年間 

滋賀県国土利用計画 -第五次 
(平成 29年３月) 

目標年次：令和 9年 

国土形成計画（全国計画） 
(平成 27年８月) 

目標年次：概ね今後 10年間 

第五次栗東市国土利用計画 
(令和２年３月) 

目標年次：令和 12年 

 

第四次栗東市都市計画マスタープラン 
(令和２年８月) 

目標年次：令和 12年 

(整合) 

大津湖南都市計画区域の 

整備、開発及び保全の方針(６市) 

（大津湖南都市計画区域マスタープラン） 
(平成 24年３月) 

目標年次：令和２年 

 

第二次栗東市都市計画マスタープラン 
(平成 19年３月) 

目標年次：令和２年 

 

第三次栗東市都市計画マスタープラン 
(平成 23年 10月) 

目標年次：令和２年 
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２．計画の基本的事項 
 

（１）策定の基本事項 
 

１.対象区域：本市の都市計画区域（行政区域の全域）を対象とします。 

２.目標年次：長期的な将来を展望しつつ、具体的な計画達成の目標年を令和 12 年に設定

します。 

 

（２）栗東市都市計画マスタープランの構成と内容 
 

栗東市都市計画マスタープランは、第１章で本市の現況特性や課題の整理を行い、第２

章と第３章で都市づくりの目標、都市づくりの方針を「全体構想」として示し、第４章で

「地域別構想」を取りまとめ、第５章で計画の実現に向けた進め方や計画の進行管理を示

した「実現の方策」から構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序  章 都市計画マスタープランとは 

第１章 栗東市の現況 

１．栗東市の現況特性 

２．都市づくりの課題 

３．栗東市における主要課題 

第２章 都市づくりの目標 

１．都市づくりの理念と目標 

２．人口フレーム 

３．目指すべき将来の都市の姿 

全体構想 

第３章 都市づくりの方針 

１．景観まちづくりの方針 

２．計画的な土地利用の方針 

３．交通の環境づくりの方針 

４．花と緑のまちづくりの方針 

５．安全・安心まちづくりの方針 

６．生活環境づくりの方針 

７．交流のまちづくりの方針 

第４章 地域別まちづくり構想 

１．地域別まちづくり構想の位置づけ 

２．地域別まちづくり構想の進め方 

３．地域別まちづくり構想 

３-１.金勝地域   ３-２.葉山地域 

３-３.葉山東地域  ３-４.治田地域 

３-５.治田東地域  ３-６.治田西地域 

３-７.大宝地域   ３-８.大宝東地域 

３-９.大宝西地域 

第５章 実現の方策 

１．行政による計画の実現に向けた取組の推進 

２．多様な主体の協働・連携によるまちづくり 

３．都市計画マスタープランの進行管理と評価 

地域別構想 

図 栗東市都市計画マスタープランの構成と内容 


